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 【 資 料 第 １ 号 】 

                  子ども家庭部子育て支援課 

子ども家庭部幼児保育課 

 

 

文京区子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例案の主な内容 

 

 

１ 文京区子ども・子育て会議条例について 

 ⑴ 改正理由 

   子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴い、文京

区子ども・子育て会議条例（平成２５年６月文京区条例第３１号）において引

用する条文に変更があったため、規定の整備を行う。 

 

⑵ 新旧対照表 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正案 現行 

 （設置） 

第一条 子ども・子育て支援法（平

成二十四年法律第六十五号。以下

「法」という。）第七十二条第一

項の規定に基づき、文京区子ど

も・子育て会議（以下「子育て会

議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第二条 子育て会議は、法第七十二

条第一項各号に掲げる事務を処理

するものとする。 

第三条から第八条まで （略） 

 

   付 則 

 この条例は、令和五年四月一日か

ら施行する。 

 （設置） 

第一条 子ども・子育て支援法（平

成二十四年法律第六十五号。以下

「法」という。）第七十七条第一

項の規定に基づき、文京区子ど

も・子育て会議（以下「子育て会

議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第二条 子育て会議は、法第七十七

条第一項各号に掲げる事務を処理

するものとする。 

第三条から第八条まで （略） 
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２ 文京区保育所における保育に関する条例について 

 ⑴ 改正理由 

   子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴い、文京

区保育所における保育に関する条例（昭和６２年３月文京区条例第１１号）に

おいて引用する条文に変更があったため、規定の整備を行う。 

 

⑵ 新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正案 現行 

第一条（略） 

（保育所における保育） 

第二条 保育所における保育は、子

ども・子育て支援法(平成二十四

年法律第六十五号)第十九条第二

号及び第三号に掲げる小学校就学

前子どもの保護者が同法第二十条

第四項に規定する教育・保育給付

認定を受けた場合又は法第二十四

条第五項若しくは第六項に規定す

る措置を採る場合に行うものとす

る。 

第三条から第十二条まで（略） 

 

   付 則 

 この条例は、令和五年四月一日か

ら施行する。 

第一条（略） 

（保育所における保育） 

第二条 保育所における保育は、子

ども・子育て支援法(平成二十四

年法律第六十五号)第十九条第一

項第二号及び第三号に掲げる小学

校就学前子どもの保護者が同法第

二十条第四項に規定する教育・保

育給付認定を受けた場合又は法第

二十四条第五項若しくは第六項に

規定する措置を採る場合に行うも

のとする。 

第三条から第十二条まで（略） 
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３ 文京区立認定こども園条例について 

 ⑴ 改正理由 

   子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴い、文京

区立認定こども園条例（平成２７年１０月文京区条例第６８号）において引用

する条文に変更があったため、規定の整備を行う。 

 

⑵ 新旧対照表 

 改正案 現行 

第一条（略） 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによ

る。 

一 教育及び保育 法第三条第二

項第二号及び法第六条の規定に

基づく教育及び保育をいう。 

二 一号認定利用 子ども・子育

て支援法(平成二十四年法律第六

十五号)第十九条第一号に該当す

る児童の保護者が市町村(特別区

を含む。以下同じ。)から同法第

二十条第一項の規定に基づく認

定を受けている場合に、当該児

童が認定こども園を利用するこ

とをいう。 

三 二号・三号認定利用 子ど

も・子育て支援法第十九条第二

号又は第三号に該当する児童の

保護者が市町村から同法第二十

条第一項の規定に基づく認定を

受けている場合に、当該児童が

認定こども園を利用することを

いう。 

第三条から第二十条まで（略） 

 

   付 則 

 この条例は、令和五年四月一日か

ら施行する。 

第一条（略） 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各

号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによ

る。 

一 教育及び保育 法第三条第二

項第二号及び法第六条の規定に

基づく教育及び保育をいう。 

二 一号認定利用 子ども・子育

て支援法(平成二十四年法律第六

十五号)第十九条第一項第一号に

該当する児童の保護者が市町村

(特別区を含む。以下同じ。)か

ら同法第二十条第一項の規定に

基づく認定を受けている場合

に、当該児童が認定こども園を

利用することをいう。 

三 二号・三号認定利用 子ど

も・子育て支援法第十九条第一

項第二号又は第三号に該当する

児童の保護者が市町村から同法

第二十条第一項の規定に基づく

認定を受けている場合に、当該

児童が認定こども園を利用する

ことをいう。 

第三条から第二十条まで（略） 


